
④建築物の形態又は意匠の制限

寒　河　江　市

地 区 整 備 計 画

①建築物等の用途の制限

②建築物の敷地面積の最低限度

③壁面の位置の制限

地区計画は、地区の皆さんがお互いにルールを守り、住みよいまちづくりを進めるための制度です
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寒 河 江 駅 前 地 区 整 備 計 画 
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地区の

区分 

地区の名称 
商業業務Ａ地区 商業業務Ｂ地区 沿道商業地区 住 宅 地 区 

地区の面積 
約 3.9ha 約 0.5ha 約 1.8ha 約 0.8ha 

建築物の用途の制

限 

（建築できないも

の） 

①自動車教習所 

②独立車庫（線路軌道敷より南側は除く。） 

③畜舎 

④３・４・４号寒河江駅西浦線、３・４・６号寒河江

川橋最上川ふるさと総合公園線、区画道路１号線及

び駅前広場に面する部分の１階に以下に掲げる用途

に供する建築物を建築してはならない。 

・専用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第

２条第１項第１号から第６号に掲げる営業に関する

もの（ただし、地区計画決定の日の以前から風俗営

業の許可を得ているものは除く。） 

・営業用倉庫（倉庫業を営む倉庫） 

①自動車教習所 

②独立車庫 

③畜舎 

④専用住宅、共同住宅、寄宿舎、

下宿 

⑤営業用倉庫（倉庫業を営む倉庫） 

⑥自動車修理工場 

①自動車教習所 

②独立車庫 

③畜舎 

④３・４・４号寒河江駅西浦線、３・４・６号寒河江川橋

最上川ふるさと総合公園線に面する部分の１階に以下に

掲げる用途に供する建築物を建築してはならない。 

・専用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第２条

第１項第１号から第６号に掲げる営業に関するもの（た

だし、地区計画決定の日の以前から風俗営業の許可を得

ているものは除く。） 

・営業用倉庫（倉庫業を営む倉庫） 

①自動車教習所 

②ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴル

フ練習場、バッティング練習場、カラオケ

ボックス、劇場、映画館、演芸場、観覧場、

その他これに類する施設。 

③畜舎 

④風俗営業等の規制及び業務の適正化に関

する法律第２条第１項第１号から第８号

に掲げる営業に関するもの 

⑤営業用倉庫（倉庫業を営む倉庫） 

⑥自動車修理工場 

⑦危険物の処理・貯蔵施設 

建築物の敷地面積

の最低限度 

建築物の敷地面積は 100㎡以上でなければならない。 

ただし、次に掲げるものはこの限りでない。 

①土地区画整理法第 98条第１項の規定による仮換地の指定がなされた土地で、この規定に適合しないもの。 

②線路軌道敷より南側 

③公益上必要な建築物 

壁面の位置の制限 ３・４・４号寒河江駅西浦線、３・４・６号寒河江川

橋最上川ふるさと総合公園線、区画道路１号線及び駅

前広場に面する敷地に建築する建築物の外壁又はこれ

に代わる柱の面から、道路等境界線までの距離は１ｍ

以上とする。（隅切部分は含まない。） 

ただし、建築物の高さ 2.5ｍ以上の部分を除く。 

 ３・４・４号寒河江駅西浦線、３・４・６号寒河江川橋最

上川ふるさと総合公園線に面する敷地に建築する建築物の

外壁又はこれに代わる柱の面から、道路等境界線までの距

離は１ｍ以上とする。（隅切部分は含まない。） 

ただし、建築物の高さ 2.5ｍ以上の部分を除く。 

 

上記以外の道路に面する敷地に建築する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は 0.5ｍ以上とする。（隅切り部分は含まない。） 

ただし、建築物の高さ 2.5ｍ以上の部分を除く。 

建築物等の形態又

は意匠の制限 

①建築物の屋根、壁面又はこれに代わる柱の面の色彩は、街並みと調和した色調とする。 

②屋外広告物及び看板類は、形状色彩等について、街並み景観を損なわないものとする。 

③過度な盛土による都市環境の悪化を防止するため、建築物の地盤面は、敷地と接する前面道路の最高の高さを上限とする。 

 









地区計画の届出の方法 

＜届出とは＞ 

地区計画の目標は、個々の建築行為を規制、誘導することによって実現されます。そのため「建築確認申請」の前

に、第１のステップとして個々の行為について「届出」をしていただき、地区計画の内容に沿った建築等の計画である

かどうかを判断するものです。 

＜勧告とは＞ 

届出の行為が地区計画に適合しない場合は、市長が設計変更等の勧告を行います。 

＜届出の必要な行為＞ 

地区計画の区域内で届出を必要とする行為は、下記のとおりです。 

なお、届出が必要かどうか判断が難しいときには、建設課にお問い合わせください。 

行    為 内 容 説 明 

土地の区画形質の変更 切土・盛土及び区画等の変更 

建築物の建築 「建築物」には車庫、カーポート、物置などが含まれます。 

「建築」とは新築、増築、改築、移転のことをいいます。 

工作物の建設 「工作物」には、垣、柵、塀などが含まれます。 

建築物等の用途の変更 「用途の変更」とは、専用住宅から併用住宅にしたりあるいはその逆にしたりして、建物

の使用用途を変更することをいいます。 

＜届出の書類＞ 

地区計画の区域内における行為の届出書（設計図書を添付して）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

壁面の位置及び盛土高確認申請書（設計図書を添付して）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２通 

※盛土完了後、建築物の鑓形設置（位置出し）時に申請してください。 

設計図書の説明 

行為の種類 図  面 縮尺のめやす 備        考 

土地の区画形質の

変更の場合 

案内図 １／２，５００以上 方位、通路及び目標となる地物を表示する図面 

設計図 １／１００以上 構造図、断面図を含む 

建築物の建築、工作

物の建設、これらの

用途の変更の場合 

案内図 １／２，５００以上 方位、通路及び目標となる地物を表示する図面 

配置図 １／１００以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図

面（敷地実測図）、敷地境界からの距離を記入 

立面図 １／１００以上 ２面以上の建築物又は工作物の立面図 

平面図 １／１００以上 建築物又は工作物の平面図及び外構平面図 

造成計画図 １／１００以上 道路面から地盤面までの高さがわかるもの 

垣等の構造図 １／２０以上 垣等の構造を表示する図面 

※必要に応じて、その参考となるべき事項を記載した図書 

＜届出書の提出先及び期間＞ 

届出書については、工事（行為）着手の 30日前までに、寒河江市建設課まで。 

※届出の行為（設計又は施行方法）を変更した場合は、再度「変更届出書」（設計図書を含む）を提出してください。 

＜手続きの流れ＞ 
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